
　別記様式１（第４章１関係） 年 月 日

（説明する者）

住所

商号、名称又は氏名

所属

職名及び氏名

　

 　　事業の目的、運営の方針、サービスの提供内容に関する特色等

 １．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（住居表示※）

■ １．電車 （ 線 で 分 ）

□ ２．その他 （ ）

□ １．所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 年 2 月 1 日から 年 1 月 31 日まで

□ １．所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 年 2 月 1 日から 年 1 月 31 日まで

□ １．所有権 □ ２．地上権 ■ ３．賃借権 □ ４．使用貸借による権利

期間 年 2 月 1 日から 年 1 月 31 日まで

※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

 ２．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

■ 法人 □ 個人

）

別添１のとおり

）

別添２のとおり

2041

住所（法人に
あっては主たる
事務所の所在

地）

（郵便番号

電話番号

法人の役員

法定代理人
（未成年の個人

である場合）

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）

2016

2016

2041

530-0003

大阪市北区堂島2丁目2番2号

20412016

登録事項等についての説明書（重要事項説明書）

貸主（甲）　

代理人　

　サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する
法律第17条（及び老人福祉法第29条第５項）に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

住宅の名称
（ふりがな） かいごつきゆうりょうろうじんほーむ　ぷれざんめぞんつかぐち

介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン塚口

住宅に関する

所在地 尼崎市塚口本町一丁目30番1号

利用交通手段
阪急　神戸 塚口 駅から 徒歩 5

特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づ
き、入浴、排泄、食事等のそのほかの日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事によ
り、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう
援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合
的なサービスの提供に努めるものとする。

法人の役員

権原

施設に関する

権原

敷地に関する

権原

電話番号 06-6456-5633

法人・個人の別

商号、名称
又は氏名

（ふりがな） かぶしきがいしゃけあにじゅういち

株式会社ケア２１

住所
（法人にあっては主た
る事務所の所在地）

（郵便番号

大阪市北区堂島2丁目2番2号

株式会社ケア２１
代表取締役　依田　雅

尼崎市塚口本町一丁目30番1号

介護付有料老人ホーム
プレザンメゾン塚口 管理者



 ３．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

）

 ４．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

戸 入居定員 人

㎡

㎡

■ あり □ なし

造 階数 階建

年 12 月 20 日

■ 登録基準に適合している

■ エレベーターを備えている

■ 緊急通報装置を備えている

 ５．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

□ 賃貸借契約 ■ その他

□ 法第52条の認可を受けている

■

□ 自立している者 ■ 要支援の者 ■ 要介護の者

別添入居契約書のとおり

入居者からの解約予告期間

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

年 2 月 1 日 から入居開始時期※ 2016

終身賃貸事業
者の事業の認

入居者の資格

次の①又は②に該当する者である。
　①単身高齢者世帯
　②高齢者＋同居者 （配偶者 / 60歳以上の親族 / 要介護認定又は要支援認定を受け
ている60歳未満の親族 / 特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未
満の者をいう。）

入居対象者
留意事項

○原則として満65歳以上の方
○要介護の認定を受けている方
○複数入居者における共同生活を営むことに概ね支障の無い
○著しい自傷他傷の恐れがない方
○常時医療的処置を必要としない方
○身元引受人を定められる方
○当施設入居契約等をご承諾いただける方

入居契約の内容

契約の解除
の内容

貸主から解約を求
める場合

解約条項 契約書第11条、第12条、第13条

解約予告期間 1ヶ月

4

竣工の年月 2015

加齢対応構造等

入居契約の別

入居契約が賃貸
借契約でない場
合には、その旨

利用権方式

居住部分の規模
（最小） 21.3

詳細については、別添３のとおり（最大） 22.0

構造及び設備
共同利用設備

構造 鉄筋コンクリート

電話番号 06-6456-5633

住宅戸数 登録申請対象戸数 100 100

事務所の名称
（ふりがな） かぶしきがいしゃけあにじゅういち

株式会社ケア21

事務所の所在地

（郵便番号 530-0003

大阪市北区堂島2丁目2番2号



 ６．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

■ 自ら □ 委託 約 円

□ 自ら ■ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

□ あり　〔 □ 前払方式のみ □ 前払方式と月払方式を選択可　〕 ■ なし

約 円 約 円

約 円 約 円

年 月 日 まで

□ 銀行による債務の保証 □ 信託会社等による元本補てん又は信託

□ 保険事業者による保証保険 □ その他（ ）

■ 指定を受けている ）

□ 指定を受けていない

□ 指定を受けている ）

■ 指定を受けていない

■ 指定を受けている ）

□ 指定を受けていない

家賃等の費用
の改定

（最低） （最高）

（最低）

家賃等の前払金
の返還額の推移

共益費の概算額
（最低） 31,000

（最高） 31,000

入院等による不在
時における家賃等
の費用の取扱い

家賃相当額・管理費を徴収

家賃等の前払金の
返還債務が消滅す

るまでの期間

家賃等の前払
金の算定の基

礎

家賃

サービス提供
の対価

返還額の算定
方法

入居後３箇
月以内の契
約解除等

入居後３箇
月を超えた
契約解除等

手続

経済事情の変動、公租・公課の増額、人件費等を勘案条件

敷金の概算額
（最低）

家賃の 月分
（最高）

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場合をいう。
　なお、ここでいう「前払方式」には一部を前払いし、一部を月払いする支払方式（併用方式）を含む。

特定施設入居者
生活介護事業所

介護保険事業所番号（ 2873011270

地域密着型特定施
設入居者生活介護

事業所

介護保険事業所番号（

利用料の改訂にあたっては運営懇談会に諮ることとします。その他、法
改正に伴う料金変更においては、書面による通知に代えさせていただき
ます。

前払金※有無

家賃等の前払
金の概算額

前払金を支払った
場合の月々の家賃

概算額

介護保険事業所番号（ 2873011270

（最高）

（※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）

前払金の保全
措置の内容

介護サービス情報

入浴等の介護

調理等の家事

健康の維持増進

その他

提供の対価（概算・月額）高齢者生活支
援サービス

サービスの種類 提供形態

状況把握・生活相談

食事の提供

2,700

（特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは介護予防特定施
設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護保険法第115条の35第1項に規定
する介護サービス情報を示す。）

詳細につい
ては、別添４
のとおり

特定施設入居
者生活介護等
の提供を受け
る場合の費用
は、次ページ
のとおり

家賃の概算額
（最低） 89,000

住戸ごとの内容は、別添３のとおり
（最高）

介護予防特定施
設入居者生活介

護事業所

89,000

59,070



円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

□ あり ■ なし □ あり ■ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

□ あり ■ なし ■ あり □ なし

□ あり ■ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし

□ あり　〔 □ (Ⅰ) □ (Ⅱ) 〕 ■ なし

□ あり　〔 □ (Ⅰ)イ □ (Ⅰ)ロ □ (Ⅱ) ■ (Ⅲ) 〕 □ なし

□ あり　〔 ■ (Ⅰ) □ (Ⅱ) □ (Ⅲ) □ (Ⅳ) □ (Ⅴ) 〕 □ なし

□ あり　〔 □ (Ⅰ) ■ (Ⅱ) 〕 □ なし

：

円

専有部のＮＨＫ等の受信料は個人負担。その他は別添４のとおり

 ７．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

■ 自ら管理 □ 管理業務を委託

管理業務の委託先

）

修繕計画

■ あり □ なし

頃実施予定

 ８．サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設　（該当する場合のみ）

□
□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□
□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□
□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□
□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

利用者負担(1割)

要支援１ 7,100

要支援２ 11,558

要介護１ 19,755

利用者の個別選択によるサービスの費用

計画策定の有無

大規模修繕の
実施予定

10年ごとに防水工事及び
外壁改修工事　　令和10年

その他計画的な
修繕予定

必要に応じて経年劣化によるものを取替え

施設の名称

※　身体拘束廃止未実施減算、入居継続支援加算、生活機能向上連携加算、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機
関連携加算、口腔衛生管理体制加算、若年性認知症入居者受入加算、栄養スクリーニング加算、退院・退所時連携加算、看取り
介護加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を含
まない金額を記載すること。

人員配置が手厚い介護サービスの実
施の有無

同一の建築物内

あり

同一の建築物内

住所
（法人にあっては主
たる事務所の所在

地）

（郵便番号

管理の方式

委託する業務の
内容（契約事項）

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）

■ なし
上乗せ介護費（月額）

□

特定施設入居者生活介護等の費用（該当する場合のみ）

同一の建築物内

29,050 58,100

要介護２ 22,053 44,106

利用者負担(2割)

14,200

23,116

39,510

34,674

59,264

66,158

73,362

80,049

87,150

詳細については、別添５のとおり

同一の建築物内

認知症専門ケア加算
サービス提供体制強化加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護・看護職員の配置率

提供されるサービスの概要 事業所の場所

電話番号

特定施設入
居者生活介
護等の加算
の対象となる
サービスの
体制の有無

身体拘束廃止未実施減算 入居継続支援加算

生活機能向上連携加算 個別機能訓練加算

夜間看護体制加算 医療機関連携加算

口腔衛生管理体制加算 若年性認知症入居者受入加算

看取り介護加算

栄養スクリーニング加算 退院・退所時連携加算

介護職員処遇改善加算

利用者負担(3割)

21,300

要介護３

要介護４

要介護５

特定施設入
居者生活介
護等の月額
費用（介護
保険給付対
象分、１箇月
30日の場合）

※

24,454 48,908

26,683 53,366

自治体様式に令和６年度介護報酬改定後の

内容が反映されていないため、

項目や単位数は

「（介護予防）特定施設入居者生活介護 重要事項説明書」

記載の内容に準じます。



 ９．高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

協力医療機関

）

）

）

）

）

協力歯科医療機関

）

 10．登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

診療科目

高齢者の居住安定確保に関する基本的方針（平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号）に従い
適切に管理します。

訪問診療

歯科医療機関
の名称

（ふりがな） いりょうほうじんしゃだんきづきかいきづきしかくりにっく

医療法人社団　気づき会　西宮気づき歯科クリニック

歯科医療機関
の所在地

（郵便番号 662-0812

医療機関
の名称

（ふりがな） あいわびょういん

アイワ病院

伊丹市西台1-1-1　伊丹阪急駅ビル　リータ5階

診療科目 内科ほか

連携又は協力
の内容

救急の受入れ

医療機関
の名称

医療機関
の所在地

（郵便番号 664-0858

尼崎市東園田町4-101-4

電話番号 06-6499-0888

連携又は協力
の内容

訪問歯科

（ふりがな） いりょうほうじんけいしゅんかい　いたみほーむくりにっく

兵庫県西宮市甲東園1丁目1番6－112号

電話番号 0798-54-0753

診療科目 内科ほか

連携又は協力
の内容

医療機関
の名称

（ふりがな） こんどうびょういん

近藤病院

医療法人慶春会　いたみホームクリニック

医療機関
の所在地

（郵便番号 660-0881

尼崎市昭和通4-114

電話番号 06-6411-6181

電話番号 072-770-2525

電話番号 0797-25-1985

診療科目 内科

医療機関
の所在地

（郵便番号 661-0953

内科ほか

連携又は協力
の内容

救急の受入れ

医療機関
の名称

（ふりがな） いりょうほうじんこうじゅかい　なかじまホームクリニック

医療法人幸樹会　なかじまホームクリニック

連携又は協力
の内容

訪問診療

医療機関
の名称

（ふりがな） あまがさきしんとしんびょういん

尼崎新都心病院

医療機関
の所在地

（郵便番号 661-0976

尼崎市潮江1-3-43

電話番号 06-6493-1210

診療科目 内科ほか

連携又は協力
の内容

救急の受入れ

医療機関
の所在地

（郵便番号 659-0025

芦屋市浜町10-5　メインステージ芦屋浜町1F



 11.その他事業運営状況（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅である場合に作成）

■ あり ）

□ なし

□ 一時介護室へ移る場合

□ 介護居室へ移る場合

■ その他 内容（ ）

□ あり □ なし

□ あり □ なし

面積の変更 ■ あり □ なし □ あり ■ なし

便所の変更 ■ あり □ なし ■ あり □ なし

洗面の変更 ■ あり □ なし ■ あり □ なし

浴室の変更 □ あり □ なし 内容（ ）

別添６のとおり

窓口の名称 株式会社ケア２１ C＆Ｅ支援部

電話番号 06-6456-5633

対応して
いる時間

平日 9：00-18：00

土曜日

窓口の名称 兵庫県国民健康保険団体連合会

定休日 土日、国民の祝日、12/30-1/3、8/13-8/17

変更をお願いする判断基準の内容

日曜・祝日

職員体制

入居者からの苦
情に対する窓口

等の状況 窓口の名称 尼崎市健康福祉局福祉部法人指導課

電話番号 06-6489-6322

-

日曜・祝日 -

従前の居住部分か
ら面積又は仕様が
変更になる場合

台所の変更

収納の変更

その他の変更

居住部分（住
戸）の変更に関

する事項※

※住み替えを
行っていない場
合は、記入不要

入居後に居住部分の変更をお願
いする場合

体験入居
内容（

前払金償却の調整の有無

定休日 土日、国民の祝日、12/29～1/3

対応して
いる時間

平日 8：45～17：30

土曜日 -

日曜・祝日 -

定休日 土日、国民の祝日、12/29～1/3

電話番号 078-332-5617

対応して
いる時間

平日 8：45～17：15

土曜日

電話番号

対応して
いる時間

平日

土曜日

定休日 土日、国民の祝日、12/30-1/3、8/13-8/17

-

-

9：00-18：00

06-6421-6221

窓口の名称 介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン塚口

-

日曜・祝日 -

変更をお願いする手続の内容

居住部分を利用する権利の取扱い

追加的費用の有無



■ あり

□ なし

■ あり ）

□ なし

■ 耐火建築物 □ 準耐火建築物 □ その他（ ）

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし （年 2 回実施）

■ あり ） □ あり □ なし

□ なし

■ あり 開催頻度（ ）

構成員（ ）

□ なし

□ あり ） □ あり □ なし

評価機関名（ ）

■ なし

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

アンケート調査、意見箱等入居者の
意見等を把握する取組の状況

実施日（ 運営懇談会 結果の開示

耐火構造

消火器 防火管理者

損害保険ジャパン株式会社：賠償責任保険(居宅介護事業者)

運営懇談会

年2回

第三者による評価の実施状況

実施日（ 結果の開示

入居希望者へ
の事前の情報

開示

入居契約書の雛形

管理規程

事業収支計画書

財務諸表の要旨

財務諸表の原本

事故発生時の対応 看護師指示による（オンコール含む）

事故に関する緊急時
対応マニュアルの有
無

損害賠償責任保険
の加入状況

スプリンクラー

尼崎市有料老人ホーム設置
運営指導指針の不適合事項

緊急時等におけ
る対応方法

体調の急変等医療
が必要になったとき
の対応

看護師指示による（オンコール含む）

緊急やむを得ず身
体的拘束を行う際
の手続

カンファレンス、身元引受人への相談、行政報告

防火体制

避難訓練

自動火災報知設備 消防計画

火災通報設備

内容（



年 戸 戸 ％

月 日現在） 人 人 ％

人 人

人 人 人

人 人 歳

人 人 人

人 人 人

人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

（説明を受けた者）

年 月 日 住所

氏名

代理人 住所

氏名

乙との続柄

借主（乙）　

入居者側
からの
申し出

解約
事由
の例

死亡

年齢別
75～84歳

自宅

　上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条（及び老人福祉法第29条第５項）に基づく
書面による説明を受けました。

～59歳

平均年齢

65～74歳

充足率（d/c）

要介護２

生前解約
の状況

事業者側
からの
申し出

解約
事由
の例

医療機関

要介護１

社会福祉施設等

入居者の状況
入居者
の内訳

入居
期間別

6箇月以上1年未満６箇月未満 1年以上5年未満

その他 合計

10年以上15年未満5年以上10年未満

登録戸数（a） 入居戸数（b）

60～64歳

性別 男性

入居者数（d）

85歳～

女性

15年以上

入居率（b/a）

入居定員（c）

前年度における
退去者の状況

退去先別の人数

要介護
等状態
区分別

自立 要支援１ 要支援２

要介護４ 要介護５

要介護３

（記入日：



別添１

（ふりがな）

氏　　　名

取締役

役名等

遠藤　昭夫

監査役

花岡　健太郎

監査役

奥田　隆司

監査役

奥田　隆司

はなおか　けんたろう

（登録申請者が法人である場合に作成）

深貝　亨

おくだ　たかし

取締役

代表取締役

代表取締役

石川　淳一

役　　員　　名　　簿

よだ　まさし

おくだ　たかし

端山　勝博

えんどう　あきお

ふかがい　とおる

取締役

取締役

いしかわ　じゅんいち

依田　雅

よだ　たいら

依田　平

はやま　かつひろ

法第６条第１項第３号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記
載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



別添３

１．専用部分の規模並びに構造及び設備等※１

住棟番号 住戸数 住戸番号 月額家賃

完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納 （戸）

（該当するものを全て記載） （概算額）
　　　　　　　（円）

1 21.25 × 〇 〇 × × 〇 96

101-103、105-108、
110-113、115-118、
201-203、205-213、
215-221、223、225-
231
301-303、305-313、
315-321、323、325-
331
401-403、405-413、
415-421、423、425-
431

89,000

1 21.96 × 〇 〇 × × 〇 4 109 , 222 , 322 , 422 89,000

※１：住戸の規模並びに構造及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。
※２：構造及び設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。
　　有りの場合は、○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること。

２．共同利用設備等

設備等 整備箇所数 想定利用戸数
（戸）

備考

浴室 9 100

台所兼
談話コー
ナー

3 100

食堂兼
機能訓練
室

1 100

共用便所 5 100

収納設備

※整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。

３．専用部分及び共同利用設備等の利用に当たっての留意事項

住宅の規模並びに構造及び設備等

157.20

19.58

構造及び設備※２

合計床面積
（㎡）

124.87

144.69

整備箇所※

1階～4階

2階～3階

1階

1階～4階

専用部分の
床面積

　　　　　（㎡）



１．状況把握及び生活相談サービスの内容

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

□ 医療法人 ■ 指定居宅介護支援事業者

□ 社会福祉法人 ■ 指定介護予防サービス事業者

■ 指定居宅サービス事業者 ■ 指定介護予防支援事業者

■ 指定地域密着型サービス事業者 □ 上記以外の法人等

□ 医師 人 □ 社会福祉士 人

■ 看護師 人 ■ 介護支援専門員 人

□ 准看護師 人 ■ 養成研修修了者 人

■ 介護福祉士 人 ■ 上記以外の職員 人

人

（ ）

■ 365日対応 □ 次の期間を除く （ ）

時 分 ～ 時 分 人

時 分 ～ 時 分 人

常駐する日 時 分 ～ 時 分

上記以外の日 ■ 24時間

分

約 円

約 円

※： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

人員

通報方法

0

事務所及びスタッフ詰所

備考

同一の敷地内

電話番号

通報先から住宅までの到着予定時間

人員

サービスを提供
する法人等の別

サービスを提供
する者の人数

合　　計

常駐する場所

隣接する土地

提供時間

□

人員

人員

■

近接する土地
□

□
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問
（近接する土地に常駐する場合のみ）

6

日中

上記以外の時間

0 人員0 21

毎日

提供形態

商号、名称
又は氏名

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

（ふりがな）

6

人員

0

毎日１回以上の
状況把握サービ
スの提供方法

21

常駐する日

所在地

常駐する時間

人員

0

前払金

別添４

人員

人員

人員

緊急通報サービ
スの内容

サービス提供の
対価（概算額）

0 24 0

1

各居室ナースコール

毎食事時の声掛けによる安否確認、夜間巡回による安否確認

通報先

1 回

0

人員

前払金の
算定方法

月額※



２．食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

□ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 食堂 ■ 各居住部分 □ その他 （ ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ ３食 □ 入居者が選択 □ 次の食事は提供しない （ ）

■ 厨房で調理 □ 配食サービスを利用 □ その他 （ ）

約 円 円 円 円

※： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

661-0001住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

備考

昼食

大阪市北区堂島2丁目2番2号近鉄堂島ビル10F

06－6456－5626

0

（ふりがな）

530-0003

電話番号

株式会社　美味しい料理

提供日

内容

尼崎市塚口本町1丁目30番1号

調理等

電話番号

サービス提供の
対価（概算額）

月額※

前払金

間食代108円(税抜100円)は昼食代に含み表記しています。
各部屋の配膳、下膳は無料です。
欠食及び追加の場合は、5日前までに通知が必要です。

朝食

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先 06-6421-6221

食事提供を行う場所

提供方法

提供形態

商号、名称
又は氏名

約

59,070 内訳 702夕食

円

かぶしきがいしゃおいしいりょうり

378 889

前払金の
算定方法



３．入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 入浴介護 ■ 排せつ介護 ■ 食事介護

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ ■ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 回

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 回

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 月

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

通院介助

実費

2,750

5,500

2,750

週3回以上の入浴時には以下の料金は発生します。
　一般浴：2,750円（税抜2,500円）／回
　特浴：5,500円（税抜5,000円）／回
通院介助は、協力医機関を除きます。

備考

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

サービス提供の
対価（概算額）

機能訓練

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

提供形態

商号、名称
又は氏名

提供方法

提供日

内容

前払金の
算定方法

電話番号

電話番号

食事介助

身辺介助（移
動・着替え等）

特浴介助

入浴（一般浴）
介助・清拭

おむつ代

排泄介助・
おむつ交換

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

包含

包含

包含

包含

包含

包含

包含

包含

都度

都度

都度

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

サービスの種別

月額※１

前払金

（ふりがな）

0

都度

都度

都度

都度

都度

提供回数等個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者

生活介護費を除く）



４．調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

□ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 調理 ■ 洗濯 ■ 掃除

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

※４： 備考欄に利用できる範囲を記入する。

提供日

前払金の
算定方法前払金

サービス提供の
対価（概算額）

電話番号

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

月額※１

包含

包含

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

備考

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地） 電話番号

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

内容

商号、名称
又は氏名

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

提供形態

（ふりがな）

調理

0

日常の洗濯

包含 都度

リネン交換

居室清掃

包含 都度

サービスの種別

提供方法

都度

提供回数等

包含 都度

包含 都度

包含 都度

都度

包含 都度

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

居室配膳・下膳

買物代行※４

役所手続き代行

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者

生活介護費を除く）



５．健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 健康相談 ■ 血圧等の測定 ■ 定期検診 ■ 通院等の付き添い

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

■ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 月

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ ■ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

※４： 備考欄に付き添いの範囲を記入する。

前払金

包含 都度

（ふりがな）

電話番号

2,750

「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

提供方法

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

提供形態

通院の
付き添い※４

電話番号

健康相談

月額※１ 前払金の
算定方法

定期健康診断

生活指導・
栄養指導

服薬支援

サービス提供の
対価（概算額）

※３：

サービスの種別

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

備考 通院介助・付添は協力医療機関を除く。

包含 都度

包含 都度

血圧等の測定

入退院の
付き添い※４

定期検診

包含 都度

提供回数等

包含 都度

内容

提供日

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

包含 都度

包含 都度 実費 年1回

包含 都度

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者

生活介護費を除く）

包含 都度



６．その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

備考 介護保険サービス以外で行う場合には別途実費料金になります。

サービスの種別

サービス提供の
対価（概算額）

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

内容

月額※１ 前払金の
算定方法前払金

書類作成補助、クリーニング取次、新聞等取次、大型ごみ収集取次

（ふりがな）

電話番号

提供日

電話番号

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

提供方法

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

提供形態

包含 都度

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３） 提供回数等

包含 都度

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者

生活介護費を除く）

包含 都度

包含 都度

包含 都度



別添５

：入力セル 住宅所在市町 尼崎市

地域区分 5級地

※１箇月 30 日の場合 1単位の単価 10.45円

1．月額費用

（注）　　　 B C=(A+B)*加算率 D=(A+B)*加算率 E=A+B+C+D G=F-F*90/100 H=F-F*80/100 I=F-F*70/100

要支援1 5,490単位 720単位 509単位 75単位 6,794単位 7,100円 14,200円 21,300円

要支援2 9,390単位 720単位 829単位 121単位 11,060単位 11,558円 23,116円 34,674円

要介護1 16,260単位 1,020単位 1,417単位 207単位 18,904単位 19,755円 39,510円 59,264円

要介護2 18,270単位 1,020単位 1,582単位 231単位 21,103単位 22,053円 44,106円 66,158円

要介護3 20,370単位 1,020単位 1,754単位 257単位 23,401単位 24,454円 48,908円 73,362円

要介護4 22,320単位 1,020単位 1,914単位 280単位 25,534単位 26,683円 53,366円 80,049円

要介護5 24,390単位 1,020単位 2,084単位 305単位 27,799単位 29,050円 58,100円 87,150円

（注）若年性認知症入居者受入加算、栄養スクリーニング加算、退院・退所時連携加算、看取り介護加算及び介護職員

　　　処遇改善加算を除く。

（加減算の算定状況）
算定

要支援1 (-18単位/日）

要支援2 (-31単位/日）

要介護1 (-53単位/日）

要介護2 (-60単位/日）

要介護3 (-67単位/日）

要介護4 (-73単位/日）

要介護5 (-80単位/日）

入居継続支援加算 なし （36単位/日） ※要介護者のみ

（200単位/月）
または ※個別機能訓練加算なしの場合は200単位/月、同加算ありの場合は100単位/月

（100単位/月）

個別機能訓練加算 あり （12単位/日） 360単位

夜間看護体制加算 あり （10単位/日） 300単位 ※要介護者のみ

医療機関連携加算 あり （80単位/月） 80単位

なし （30単位/月）

（Ⅰ） なし （3単位/日）

（Ⅱ） なし （4単位/日）

（Ⅰ）イ なし （22単位/日）

（Ⅰ）ロ なし （12単位/日）

（Ⅱ） なし （18単位/日）

（Ⅲ） あり （6単位/日） 180単位

算定

（Ⅰ） あり

（Ⅱ） なし

（Ⅲ） なし

（Ⅳ） なし

（Ⅴ） なし

算定

（Ⅰ） なし

（Ⅱ） あり

２．若年性認知症入居者受入加算を算定する場合の追加費用
算定

J K=J*加算率 L=J*加算率 M=J+K+L O=N-N*90/100 P=N-N*80/100 Q=N-N*70/100

あり （120単位/日） 3,600単位 295単位 43単位 3,938単位 4,116円 8,231円 12,346円

３．栄養スクリーニング加算を算定する場合の追加費用（実施月のみ・６月に１回を限度）
算定

R S=R*加算率 T=R*加算率 U=R+S+T W=V-V*90/100 X=V-V*80/100 Y=V-V*70/100

なし （5単位/回） 0単位 0単位 0単位 0円 0円 0円

４．退院・退所時連携加算を算定する場合の追加費用（要介護者・入居から30日以内のみ）
算定

A' B'=A'*加算率 C'=A'*加算率 D'=A'+B'+C' F'=E'-E'*90/100 G'=E'-E'*80/100 H'=E'-E'*70/100

あり （30単位/日） 900単位 74単位 11単位 985単位 1,030円 2,059円 3,088円

５．看取り介護加算を算定する場合の追加費用（要介護者・死亡月のみ）
算定

I' J'=I'*加算率 K'=I'*加算率 L'=I'+J'+K' N'=M'-M'*90/100O'=M'-M'*80/100 P'=M'-M'*70/100

（144単位/日）

（680単位/日）

（1280単位/日）
最大 6,528単位 535単位 78単位 7,141単位 7,463円 14,925円 22,387円

1,360単位

死亡日
1,280単位

74,623円

利用者負担額
（1割）

利用者負担額
（2割）

利用者負担額
（3割）

M'=L'*1単位の単価

看取り介護加算 あり

死亡日以前4日
以上30日以下 3,888単位

死亡日の前日
及び前々日

加算種別 加算単位数 介護職員処遇
改善加算単位数

介護職員等特定処
遇改善加算単位数

合計単位数 費用額

利用者負担額
（1割）

利用者負担額
（2割）

利用者負担額
（3割）

E'=D'*1単位の単価

退院・退所時連携加算 10,293円

加算種別 加算単位数 介護職員処遇
改善加算単位数

介護職員等特定処
遇改善加算単位数

合計単位数 費用額

利用者負担額
（1割）

利用者負担額
（2割）

利用者負担額
（3割）

V=U*1単位の単価

栄養スクリーニング加算 0円

加算種別 加算単位数 介護職員処遇
改善加算単位数

介護職員等特定処
遇改善加算単位数

合計単位数 費用額

利用者負担額
（1割）

利用者負担額
（2割）

利用者負担額
（3割）

N=M*1単位の単価

若年性認知症入居者受入加算 41,152円

加算種別 加算単位数 介護職員処遇
改善加算単位数

介護職員等特定処
遇改善加算単位数

合計単位数 費用額

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％×80/100

加算種別 加算単位数
介護職員等
特定処遇
改善加算

(基本単位数＋加減算単位数の計)×1.8％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×1.2％

口腔衛生管理体制加算

認知症専門
ケア加算

サービス
提供体制
強化加算

加算種別 加算単位数

介護職員
処遇改善
加算

(基本単位数＋加減算単位数の計)×8.2％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×6.0％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％×90/100

加減算種別 加減算単位数

身体拘束
廃止未実施
減算

なし

生活機能向上連携加算 あり 100単位

（679単位/日） 244,540円

（744単位/日） 266,830円

（813単位/日） 290,499円

（313単位/日） 115,577円

（542単位/日） 197,546円

（609単位/日） 220,526円

利用者負担額
（2割）

利用者負担額
（3割）

A F=E*1単位の単価

（183単位/日） 70,997円

特定施設入居者生活介護等の月額費用算定表（介護保険給付対象分）
（特定施設入居者生活介護事業所（外部サービス利用型を除く）、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
又は介護予防特定施設入居者生活介護事業所（外部サービス利用型を除く）の指定を受けている場合に作成）

要介護
状態区分

基本単位数 加減算
単位数の計

介護職員処遇
改善加算単位数

介護職員等特定処
遇改善加算単位数

総単位数 総費用額 利用者負担額
（1割）

自治体様式に令和６年度介護報酬改定後の内容が反映されていないため、

項目や単位数は「（介護予防）特定施設入居者生活介護 重要事項説明書」記載の内容に準じます。



１．職種別の職員数

※１：業務を委託する場合、委託先の職員についても記載。

２．資格を有している介護職員の人数

３．資格を有している機能訓練指導員の人数

柔道整復士

あん摩マッサージ指圧師

きゅう師

はり師

作業療法士

言語療法士

看護師又は准看護師

理学療法士

介護支援専門員

合計

常勤 非常勤

実務者研修修了者

初任者研修修了者

社会福祉士

介護福祉士

※２：常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す
　　べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
※３：特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。

合計

常勤 非常勤

その他職員

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※３

調理員

事務員

40時間

計画作成担当者

栄養士

看護職員

機能訓練指導員

直接処遇職員

介護職員

別添６

職員体制
（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅である場合に作成、

同一法人が運営する他の事業所の職員については記載不要）

職員数（実人数）※１ 常勤換算人数
※１※２※３ 兼務している職種及び人数合計

常勤 非常勤

管理者 1 1

状況把握及び生活相
談サービスを提供する
職員（生活相談員）

1.0



４．夜勤を行う職員の人数

時 分 時 分

５．特定施設入居者生活介護等の提供体制

□

□

□

■

６．職員の状況

■  あり □  なし

■  あり

□  なし

■  あり □  なし職員の健康診断の実施状況

5年以上10年未満の者の人数

10年以上の者の人数

1年以上3年未満の者の人数

3年以上5年未満の者の人数

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

区分
機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

10年以上の者の人数

5年以上10年未満の者の人数

3年以上5年未満の者の人数

1年以上3年未満の者の人数

1年未満の者の人数

業務に従事した経験年数

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

※：広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択

管理者

職名・氏名

業務に係る資格
資格の名称

区分
看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

他の職務との兼務

管理者　

外部サービス利用
型特定施設である
有料老人ホームの
介護サービス提供
体制

ホームの職員数

訪問介護事業所の名称

訪問看護事業所の名称

通所介護事業所の名称

特定施設入居者生
活介護等の利用者
に対する看護・介護
職員の割合
（一般型特定施設
以外の場合、本欄
は省略可能）

契約上の職員配置比率※

 １．５：１以上

 ２：１以上

 ２．５：１以上

 ３：１以上

実際の配置比率

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数）
:

看護職員

介護職員 4 4

平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 兼務している職種及び人数

状況把握及び生活相談サービス
を提供する職員（生活相談員）

夜勤帯の設定時間 21 00 ～ 6 00



１  

YH 塚口―2024/10/1 

介護付有料老人ホーム 

（ 介護予防） 特定施設入居者生活介護 

重 要 事 項 説 明 書 
１  事業者 
事業者名称 株式会社 ケア２ １  

代表者 代表取締役 依田 雅 

本社所在地 

( 連絡先)  

〒５ ３ ０ －０ ０ ０ ３  

大阪市北区堂島２ 丁目２ 番２ 号 

Tel  ０ ６ －６ ４ ５ ６ －５ ６ ３ ３ ( 代表)  

Fax ０ ６ －６ ４ ５ ６ －５ ６ ４ ２  

ホームページアド レス  ht t ps: //car e21. co. j p 

２  事業所 

事業所名称 介護付有料老人ホーム プレ ザンメ ゾ ン塚口 

所在地 〒６ ６ １ －０ ０ ０ １  

兵庫県尼崎市塚口本町一丁目３ ０ 番１ 号 

連絡先 Tel  ０ ６ -６ ４ ２ １ -６ ２ ２ １  

Fax ０ ６ -６ ４ ２ １ -６ ５ ２ １  

居室・ 定員数 １ ０ ０ 室・ １ ０ ０ 名 

開設年月 ２ ０ １ ６ （ 平成２ ８ ） 年２ 月１ 日 

指定事業所番号 ２ ８ ７ ３ ０ １ １ ２ ７ ０  

３  事業の類型等の表示 

類型 介護付有料老人ホーム 

一般型特定施設入居者生活介護（ 混合型）  

サービス 付高齢者向け住宅 

居住の権利形態 利用権方式 

利用料の支払い方法 前払い方式+月払い方式 

口座振替※但し 、 入居前費用は指定口座への振込と なり ま す。  

入居時の要件 要支援・ 要介護 

居室区分 個室１ ０ ０ 室 

職員体制 3： 1 以上 

要介護者及び要支援者 3. 0 名に対し て職員 1 人以上の割合で職

員が介護に当たり ま す。  

４  事業の目的およ び運営方針 

事業の理念 

自分ら し く 、 楽し く 、 生き る 『 幸せな生活』  

自己選択： 自ら 選択でき る 環境づく り の提供 

生活向上： やり たいこ と を 引き 出し 実現する ための身体づく り と

環境づく り の提供 

社会参加： 開かれた活動行事に参加ができ る 環境づく り の提供 

事業の目的 

株式会社ケア２ １ が設置する 介護付有料老人ホーム  プレ ザンメ

ゾ ン塚口 ( 以下、「 事業所」 と いう 。)  において実施する 指定（ 介

護予防） 特定施設入居者生活介護事業 ( 以下、「 事業」 と いう 。 )  

 

https://care21.co.jp
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の適正な運営を 確保する ために必要な人員及び運営管理に関する

事項を 定める こ と によ り 、指定（ 介護予防） 特定施設入居者生活介

護の円滑な運営を 図る と と も に、 利用者の意思及び人格を尊重し 、

利用者の立場に立っ た適切な指定（ 介護予防） 特定施設入居者生活

介護の提供を 確保する こ と を 目的と する 。  

運営方針 

１  こ の事業所が実施する 事業は、 利用者に対し て、 食事、 入浴、

排泄等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、通院時及び

退院後の療養上の世話を 行う 事によ り 、 利用者がその有する 能

力に応じ 、 可能な限り 自立し た日常生活を 営むこ と が出来る よ

う に支援し ま す。  

２  事業の実施に当っ ては、 介護保険法令及び厚生労働省通知の

内容に沿っ たも のと し ま す。  

３  事業の実施に当っては、利用者の人格を 尊重し 、常に利用者の

立場に立っ たサービ ス の提供に努力し 、 利用者が必要と する 適

切なサービ ス を 提供し ま す。  

４  サービス の提供は、個別の特定施設サービス 計画を 作成し 、利

用者の同意のも と に実行し ま す。  

５  利用者の個人情報の取り 扱いについては、 その利用目的を示

し 、予め本人の同意を 得て取り 扱う も のと し 、個人情報保護法の

精神に立っ て、 個人情報の管理等に努めま す。  

５  職員体制と 職務内容 

職種 主な職種内容 

管理者 事業所全体の管理・ 運営 

生活相談員 生活、 介護全般に関する 相談・ 援助 

計画作成担当者 「 介護サービ ス 計画」 の作成 

看護職員 健康管理 

機能訓練指導員 心身機能の維持向上のための訓練実施 

介護職員 介護サービ ス 全般の提供 

栄養士/外部委託 食事メ ニュ ー作成、 栄養管理 

調理員/外部委託 調理全般 

事務職員 電話応対、 庶務 

清掃職員 事業所内装に係る 清掃 

６  入居条件 

（ １ ） 契約時に 65 歳以上の介護保険被保険者である 方 

（ ２ ） 要介護又は要支援の認定を受けている 方 

（ ３ ） 常時又は随時介護及び支援が必要な方 

（ ４ ） 常時医療措置を必要と し ない方 

（ ５ ） 感染症に罹患し ておら ず、 他利用者に感染さ せる 恐れの無い方 

（ ６ ） 自傷他害行為なく 、 共同生活が可能な方 

（ ７ ） 身元引受人を 定めら れる 方 
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（ ８ ） 契約書、 重要事項説明書を理解し 同意いただける 方 

 

７  身元引受人の条件 

（ １ ） 利用者全ての債務を 連帯し て履行の責を 負う  

（ ２ ） 契約終了時の利用者の身柄引き 取り  

（ ３ ） 利用者の治療等に関し 、 医療機関から 同意を 求めら れた際に利用者に変わり 手続き

を行う  

（ ４ ） 利用者の退去時に伴う 残置物の処理 

（ ５ ） 契約終了時に返還金が発生し た際、 返還金の受領に関する 手続き  

 

８  共用部、 居室の利用方法 

事業所の建物及び付帯設備を 安全に管理し 、 良好な環境を維持する ため、 施設の使用に

あたっては以下の事項を お守り いただき ま す。  

（ １ ） 共用部 

施設名 利用時間 利用方法 

食堂兼 

機能訓練室 

7： 30～8： 30  朝食 

11： 30～12： 30 昼食 

17： 30～18： 30 夕食 

食事の時間は左記の通り です。  

機能訓練及びレ ク リ エーショ ン は左記の時間以

外でも ご利用いただけま す。  

機械浴室 10： 00～17： 00 各介護職員の介助によ り 入浴でき ま す。  

個浴室 10： 00～17： 00 各介護職員の介助又は見守り によ り 、 入浴でき

ま す。見守り 無に入浴さ れる 際は、お申し 出く だ

さ い。  

洗濯室 随時 家庭用洗濯機を ご用意し ていま す。  

談話室 随時 日中活動時間中に他者と の交流等でご 活用く だ

さ い。  

相談室 10： 00～17： 00 生活相談員等によ り 日常生活のご 相談を 承り ま

す。  

駐車場  来訪者等がご 使用の場合は事務室ス タ ッ フ にお

申し 出く ださ い。  

①火災予防 

館内は禁煙です。 火災等の非常時には、 エレ ベータ ーは停止し て使用でき ま せん。 避難

用と し て、 屋外階段が設置さ れ、 各階から 出る こ と ができ ま す。 屋外階段には、 私物等避

難の妨げと なる 物を 置く こ と のないよ う お願いいたし ま す。  

年 2 回避難訓練を 行いま すのでご参加下さ い。  

②防犯 

外部から の来訪者がある 場合は、 事務室、 ま たはス タ ッ フ ま でお申し 出下さ い。 不審者

を 見かけたと き は、 すぐ ス タ ッ フ にお申し 出下さ い。  

高額な貴重品、 現金は事業所に持ち込ま ないでく ださ い。 紛失時は事業者及び事業所は

一切責任を負いま せん。  

（ ２ ） 居室 
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①火災予防 

施設内は冷暖房の設備を完備し ていま すが、 居室内で追加の暖房器具を 必要と さ れてい

る 場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになる よ う お願いし ま す。居室内は禁煙です。  

②災害時の心構え 

地震発生時は、 あわてて廊下、 階段等に飛び出すこ と はかえっ て危険です。 大き な地震

のと き は落ち着いて行動し 、 ク ッ ショ ンなど で身体を 保護する よ う にし て下さ い。  

居室で出火し た場合は、 ナース コ ールでス タ ッ フ ルーム に通報し て下さ い。 居室にはス

プリ ンク ラ ーが設置さ れており 、 火災発生の際には自動的に作動し ま す。  

ま た、 火災発生時には、 ス タ ッ フ によ り 避難誘導を いたし ま すので、 落ち着いて行動し

て下さ い。 消防署の指導によ り バルコ ニー、 廊下、 階段等に物を置かないよ う お願いし ま

す。 事業所は非常災害に備え計画を 策定し ま す。 計画に基づき 定期的に訓練を 行いま す。

事業所外へ避難を行う 際は職員の誘導の指示に従ってく ださ い。  

③バルコ ニーの使用 

バルコ ニーは火災時の避難用通路をかねており ま す。 物を置く 、 洗濯物を 干す等避難の

妨げと なる よ う なこ と はご遠慮下さ い。  

④ゴミ 処理 

地域の定める 分別方法にご協力下さ い。 居室及び共用施設の清掃は、 ス タ ッ フ にて行い

ま すが、 清潔保持にご協力をお願いし ま す。  

⑤防音 

大音量によ る テレ ビ、 ス テレ オ等の使用は他の利用者に迷惑を かける 恐れがあり ま す。

お互いに他の利用者の生活を侵さ ないよ う ご配慮下さ い。  

⑥居室の修理、 造作、 模様替え 

居室の模様替え（ 居室の造作の改造等を 含む） を 行いたい場合は、 事前に事業所にご相

談下さ い。 事業所は適否を 判断し ま す。  

⑦緊急時の対応等 

緊急時には、居室内及び共用施設に設置し てある ナース コ ールを 押し て通報し て下さ い。

通報があり 次第、 職員が速やかに対応し ま す。  

 

（ ３ ） 建物利用の注意事項 

 建物設備は共同生活に使用し 、 賃貸借形式と なっ ていま す。 故意又は過失によ り 修繕費

用が必要と なった場合、 事業者は利用者にその費用を 請求し ま す。 以下のよ う な事例が想

定さ れま す。  

・ ト イ レ のつま り によ る 修繕費用 

・ 壁紙汚損によ る 張り 替え費用 

 

（ ４ ） 衛生管理 

①建物設備の衛生管理、 室温管理、 ま た、 建物設備に付帯する 各種備品類についても 清潔

保持に努め、 感染症、 食中毒の発生を未然に防止し ま す。 利用者のみなら ず、 ご家族様等

外部来訪者におかれま し ても 、 衛生管理にご協力いただき ま す。  

②こ れら の措置を 講じ る にあたり 、 事業所内で感染症対策委員会を 開催し 、 衛生管理、 食
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中毒、 及び感染症に対する 指針を 定め、 日常的な研修、 訓練に努め定期的に見直し ま す。

ま た、 保健所の助言、 指導を求める と と も に密接な連携を保ちま す。  

③事業所内外の感染症、 食中毒など 発生状況によ り 、 建物設備の利用方法、 介護サービス

の内容、 外部来訪者の対応を変更し ま す。 こ の場合は速やかにその措置を通知し ま す。  

 

９  運営懇談会 

（ １ ） 運営懇談会は、 事業所の健全な運営と 、 利用者の快適で心身と も 充実し た生活を実

現する ために、 必要な事項について、 意見を 交換する 場と し て設けま す。  

（ ２ ） 運営懇談会は事業者を 代表する 役員等、 事業所を 代表する 役職員及び利用者、 利用

者家族、 身元引受人の代表者によ り 構成さ れま す。  

（ ３ ） 運営懇談会は、 原則と し て年２ 回開催し ま す。 但し 、 定例ほか、 事業所と 利用者の

双方が必要と 認めた場合は、 臨時懇談会を 随時開催する も のと し ま す。  

（ ４ ） 議題は以下の通り と し ま す。  

①事業者、事業所の運営状況、利用者の状況、要介護者等の状況、サービ ス の提供状況、

管理費、 食費の収支の内容、 職員の人員配置等についての状況 

②管理費、 食費その他のサービス 費用及び利用料の改定 

③契約、 重要事項説明書に記載する 諸規則の改定 

④利用者の意向の確認や意見交換 

⑤その他特に必要と 認めら れた事項 

（ ５ ） 懇談会の進行は事業所側にて行いま す。  

（ ６ ） 懇談会の議事については、 開催の都度、 双方の発言の記録を 作成し 公開し ま す。  

 

１ ０  サービ ス 内容と 料金およ び利用料について 

（１）介護保険サービス内容 

種類 内容 

食事の介助 

・ 栄養士が献立を立て食事を 提供し ま す。  

（ 但し 、 食材料費は給付対象外です。）  

・ 食事はでき る だけ離床し て食堂でと っ ていただける よ う 配慮し ま

す。  

・ 体調又は利用者の希望によ り 、居室での食事を 行う 場合があり ま す。 

排せつの介助 

・ 利用者の状況に応じ た適切な排せつの介助、 排せつの自立にむけた

援助を行いま す。  

・ おむつを 使用する 方に対し ては適時に交換し ま す。  

・ おむつは実費負担と なり ま す。  

入浴の介助 

・ 週２ 回の入浴ま たは清拭を 行いま す。  

・ 寝たき り 等で座位のと れない方は、 機械浴槽を使用し た入浴も 可能

です。  

・ 体調不良等、 入浴でき ない方について、 清拭等によ り 対応さ せてい

ただき ま す。  

・ 週３ 回以上頻回に入浴を希望さ れる 方は別途料金を 頂く 場合があり
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ま す。  

着替え等の介助 
寝たき り 防止のため、 でき る 限り 離床に配慮、 毎朝夕の着替えを 行う

よ う 配慮し ま す。  

車椅子の移乗介

助 

ベッ ド から 車椅子、 車椅子から 車両等、 移動に制限がかから ないよ う

に対応さ せていただき ま す。  

巡回、 安否確認 

日中時間帯（ 6： 00～21： 00） に 4 回程、 夜間時間帯（ 21： 00～6： 00）

に 4 回程、 安否確認を 行いま す。（ 2 時間毎）  

睡眠時見守り シス テムが設置さ れている 場合、 シス テムを 活用し 安否

確認の代わり と し ま す。  

生活相談 日常生活における 悩み事等、 生活相談員が対応さ せていただき ま す。  

健康管理 看護職員が主治の医師と 連携し 、 日常の健康管理を 行いま す。  

居室内清掃 
週２ 回程日常清掃を 行いま す。 シーツ 交換は週 1 回程行いま す。  

年１ 回大掃除を 行いま す。  

洗濯 利用者の状況に応じ 対応 

書類作成の援助 
日常生活における 手紙文等、 書類作成の援助をし ま す。  

専門家に依頼さ れる 際は、 別途実費負担と なり ま す。  

機能訓練 
機能訓練指導員によ り 、 身体の状況に適し た機能訓練を 行い、 身体機

能の低下を 防止する よ う 努めま す。  

レ ク リ エーシ ョ

ン行事 

施設行事計画に沿っ たレ ク リ エーショ ン行事を企画し ま す。  

料金は、「別表 介護保険給付費用」をご確認ください。 

（２）その他付加、選択サービス 

種類 内容 利用料 

行 政 手 続 の 代

行 

市、区役所での書類の申請交付、申請手続

き 等を 代行 
実費（ 交通費等）  

理 美 容 サ ー ビ

ス  

委託業者実施する 出張理美容を ご 利用い

ただけま す。  
実費負担 

入浴の介助 
週 3 回目以上の一般浴での入浴の場合 2, 750 円( 税抜 2, 500 円) /回 

週 3 回目以上の機械浴での入浴の場合 5, 500 円( 税抜 5, 000 円) /回 

付添、 送迎 
遠隔地の病院への通院等にかかる 付添、

送迎サービス 。  

2, 750 円/1 時間あたり （ 税

抜 2, 500 円）  

治療食・ 特別食 

慢性病等のため又は一時的に治療食の必

要な 方に は医師の指示を 受け て 治療食

を 、 お祝い事等には、 要望、 予算に応じ 特

別食を 提供し ま す。  

応相談 

慢性疾患管理 
かかり つけ医が定期的に往診し 、 利用者

の状態に応じ て必要な処置を 行いま す。  
実費負担 

定期健康診断 
かかり つけ医、 又は自治体が実施する 定

期健康診断を 利用し て定期的に健康管理
実費負担 
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を 行いま す。  

服薬支援 
提携薬局の薬剤師によ る 服薬管理指導、

事業所内で薬の保管を行いま す。  
実費負担 

文書作成 専門家によ る 文書作成 実費負担 

金銭管理 

日常生活で利用する 嗜好な費用の現金預

かり 。 原則、 利用者、 家族等に管理し て頂

き ま すが、利用者が希望し 、事業所が必要

と 認めた場合対応し ま す。  

徴収し ない 

大型、 特殊ごみ

の収集 

通常のご み収集で対応でき ない大型、 特

殊ごみの処理費用と なり ま す。  

なお、退居後、残置物を 引き 取ら ず事業者

が処理を し た場合、 その費用は請求対象

と なり ま す。  

実費負担 

その他の内容、費用は「別表 介護保険給付外費用」をご確認ください。 

（ ３ ) 料金の請求方法 

サービ ス を 利用し ていただいた場合、 翌月２ ０ 日ま でに届ける 請求書によ り 、 前月分の

利用料等を請求いたし ま す 

（ ４ ） 料金の支払方法 

利用料は次の何れかの方法によ り お支払いいただき ま す。  

①口座自動振替によ る お支払い( 振替手数料は不要です。 )  

※原則、 請求月の２ ８ 日に口座引落し さ せていただき ま す。  

②事業者指定口座への送金によ る お支払い( 振込手数料が必要です。 )  

※入居前費用は、口座自動振り 替えでなく 、入居日前日ま でに送金し て下さ い。振込完了

後連絡願いま す。 事業所の着金確認と 共に契約が有効と なり ま す。 金融機関休業日の場

合、 休業日前日に送金し てく ださ い。  

※事業者指定口座は以下のと おり です。  

指定口座 

金融機関 ：  り そな銀行 

支店名  ：  天六支店 

預金種目 ：  普通 

口座番号 ：  １ ５ １ ５ ０ ５ １  

口座名  ：  株式会社ケア２ １    

（ ５ ） 利用料の改訂にあたっ ては運営懇談会に諮る こ と と し ま す。 その他、 法改正に伴う

料金変更においては、 書面によ る 通知に代えさ せて頂き ま す。  

 

１ １  秘密の保持と 個人情報の保護について 

（ １ ） 利用者およ びその家族等に関する 秘密の保持について 

①事業者およ び事業者の使用する 者は、 サービ ス 提供を する う えで知り 得た利用者およ

びその家族等に関する 秘密を正当な理由なく 、 第三者に漏ら し ま せん。  

②こ の秘密を 保持する 義務は、契約が終了し た後も 継続し ま す。なお、秘密を 保持する 義

務は、 従業者の退職後についても 同様と し ま す。  
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（ ２ ） 個人情報の保護について 

①事業者は、 利用者およ びその家族等から 予め文書で同意を 得ない限り 、 サービ ス 担当

者会議において、 利用者およ びその家族等の個人情報を 用いま せん。  

②事業者は、 利用者およ びその家族等に関する 個人情報が含ま れる 記録物については、

善良な管理者の注意をも っ て管理し 、 ま た処分の際にも 第三者への漏えいを 防止する も

のと し ま す。  

③事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し 、利用者の求めに

応じ てその内容を 開示し ま す。 開示に際し て必要な複写料など の諸費用は、 利用者の負

担と なり ま す。  

④当該個人情報について利用者又はその家族等から 訂正・ 削除等の依頼があっ た場合に

は、依頼者が本人である こ と を 確認し たう えで、事業者の規定に従い、速やかに対応する

も のと し ま す。  

 

 

１ ２  サービ ス 内容に関する 相談・ 苦情について 

( １ ) 相談・ 苦情の窓口は以下のと おり です。  

【 事業所の窓口】  

受付時間…9： 00～18： 00 

休 業 日…土・ 日・ 祝及び 

8/13～8/17、 12/30～1/3 

事業所名 介護付有料老人ホーム プレ ザンメ ゾン塚口 

受付窓口  管理者  

Tel  ０ ６ -６ ４ ２ １ -６ ２ ２ １  

Fax ０ ６ -６ ４ ２ １ -６ ５ ２ １  

【 事業者の窓口】  

受付時間…9： 00～18： 00 

休 業 日…土・ 日・ 祝及び 

8/13～8/17、 12/30～1/3 

受付窓口  株式会社ケア２ １  Ｃ ＆Ｅ 支援部 

所 在 地  大阪市北区堂島２ 丁目２ 番２ 号 

近鉄堂島ビ ル 10 階 

Tel      06—6456-5633 

Fax     06—6456-5642 

【 市町村の窓口】  

受付時間…8： 45～17： 30 

休 業 日…土・ 日・ 祝及び 

   12/29～1/3 

受付窓口  尼崎市健康福祉局福祉部法人指導課 

所 在 地  尼崎市東七松町 1 丁目 23 番 1 号 北館 3 階 

Tel      ０ ６ －６ ４ ８ ９ －６ ３ ２ ２  

Fax     ０ ６ －６ ４ ８ ９ －７ ５ ０ ５  

【 公的団体の窓口】  

受付時間…8： 45～17： 15 

休 業 日…土・ 日・ 祝及び 

   12/29～1/3 

公共団体名 兵庫県国民健康保険団体連合会 

受 付 窓 口  介護サービ ス 苦情相談窓口 

所 在 地 兵庫県神戸市中央区三宮町１ 丁目９ −１  

Tel      ０ ７ ８ －３ ３ ２ －５ ６ １ ７  

( ２ ) 苦情処理の体制およ び手順 

①利用者は、 事業者及び事業者提供する サービ ス に関し て、 いつでも 苦情を 申立てる こ

と ができ ま す。  

②事業者は、利用者から 苦情の申し 立てがなさ れた場合、対応する 責任者を定め、迅速か

つ誠実に必要な対応を 行いま す。  

③事業者は、 利用者が苦情申し 立て等を 行っ たこ と を 理由と し て、 何ら かの不利益な取

り 扱いを する こ と はあり ま せん。  
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１ ３  事故発生時の対応 

事業者は、 利用者に対する サービ ス 提供によ り 事故が発生し た場合は、 速やかに市区町

村、 利用者の家族等に連絡を 行う と と も に、 必要な措置を 講じ る も のと し ま す。 ま た、 利

用者に対する 賠償すべき 事故が発生し た場合には、 その責任の範囲において、 損害賠償を

速やかに行う も のと し ま す。  

 

１ ４  緊急時の対応方法 

サービ ス の提供中に容態の変化等があっ た場合は、 事前の打合せによ り 、 主治医、 救急

隊、 家族等へ連絡いたし ま す。  

親
族
等 

氏名① 
 

 
ご関係 

 

連絡先 

( 電話

等)  

 

住所 
 

 

氏名② 
 

 
ご関係 

 

連絡先 

( 電話

等)  

 

住所 
 

 

主
治
医
等 

氏名① 
 

 

診療 

所名 

 

連絡先 

( 電話

等)  

 

所在地 
 

 

氏名② 
 診療 

所名 

 

連絡先 

( 電話

等)  

 

所在地 
 

 

( 注)  該当者がいない場合は、 空欄にせずその旨を 記載し てく ださ い。 ( 「 該当なし 」「 な

し 」「 ／」 等)  
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１ ５  身体的拘束等を行う 際の手続き  

（ １ ） 事業者は、 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する ため、 緊急やむを得

ない場合を 除き 、 身体拘束その他利用者の行動を制限する 行為は行いま せん。  

（ ２ ） 事業者は身体拘束防止に関し 、 次の方針を定めすべての従業員に周知徹底し 身体拘

束ゼロ を目指し ま す。  

①身体拘束を 必要と し ない状態の実現を 目指し 、 事業所が一丸と なっ て身体拘束防止

に取り 組みま す。  

②利用者の人格を 尊重し 、 すべての従業員が身体拘束防止に関し て共通の認識と 行動

を持つよ う に努めま す。  

③利用者の安全を 確保する 観点から 、 利用者の身体的・ 精神的自由を 安易に妨げま せ

ん。  

④万が一にやむを得ず安全を 優先し て、身体拘束を 行う 場合は、極めて限定的に行いま

す。  

（ ３ ） 事業者は、 利用者に対し て適切な判断と 具体的な対応を 図る ため、 事業所内に身体

拘束適正化検討委員会（ 以下、「 委員会」 と いう 。 ) を 設置し ま す。  

①委員会は、 3 ヶ 月に 1 回以上開催し 、 利用者に対する 身体拘束廃止及び緊急やむを得

ない場合の身体拘束の必要性について検討・ 協議し 、身体拘束実施後は解除に取り 組み

ま す。 ただし 、 必要時には委員会を随時に開催し ま す。  

②委員会は、 管理者、 生活相談員、 計画作成担当者、 介護職員、 看護職員、 及び第三者

又は専門家で構成し ま す。  

（ ４ ） 利用者の身体拘束を 行う 必要性が生じ た場合、 委員会は、 次の 3 要件に基づき 検討

し ま す。  

・ 切迫性・ 非代替性・ 一時性 

（ ５ ） やむを 得ない事由によ り 実施し た場合は、 適正化に向け、 解除に向けて検討、 協議

し ま す 

（ ６ ）利用者が前条の 3 要件を すべて満たし ている と 委員会が判断し た場合は、遅滞なく 、

従業員に対し 、 次の内容を指示し ま す。  

①身体拘束その他行動制限は、利用者又は家族に文書で詳細に説明し 、同意を得て行い

ま す。  

②利用者に身体拘束その他行動制限を 行う 場合は、その内容、時間、利用者の心身の状

況を 記録し ま す。  

③身体拘束その他行動制限は、記録に基づいて継続的にカンフ ァ レ ンス を 行い、早期に

解除すべく 努力し ま す。  

（ ７ ） 事業者は、 新規採用時及び採用後は年間研修計画に沿っ て年２ 回身体拘束防止研修

を 実施し ま す。  

（ ８ ） 事業者は、 身体拘束等の適正化のための指針を 整備し 、 掲示等の方法によ り 内外に

周知し ま す。  

 

１ ６  虐待防止に関する 事項 

事業者は、 利用者等の人権の擁護、 虐待の防止等のため、 人権教育及び虐待防止に関す

る 研修を 実施、 受講さ せる こ と や、 内部通報制度を 設ける など 、 必要な体制の整備及び、
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措置を 講じ ま す。 ま た、 事業者は虐待等の事実を発見し た場合は、 速やかに行政窓口等へ

報告し ま す。  

①虐待防止に関する 責任者は管理者と し 設置し ていま す。  

②成年後見制度の利用を 支援し ま す。  

③苦情解決体制を 整備し ていま す。  

④従業者に対する 虐待の防止を 啓発・ 普及する ための研修を 実施し ま す。  

⑤介護サービ ス 相談員を 受け入れま す。  

⑥サービ ス 提供中に、 当該事業所従業者又は養護者（ 現に養護し ている 家族・ 親族・ 同居

人等） によ る 虐待を 受けたと 思われる 利用者を 発見し た場合、速やかに、こ れを市町村

に通報し ま す。  

⑦虐待防止委員会を 設置し 、 虐待防止のための計画づく り 、 虐待防止のチェ ッ ク と モニ

タ リ ング、虐待発生後の検証と 再発防止策の検討を 行いま す。ま た、併せて虐待防止委

員会の中でも 身体拘束適正化委員会も 実施し 、 同様の措置を図り ま す。  
⑧新規採用時及び採用後は年間研修計画に沿って年 1 回虐待防止研修を 実施し ま す。  

⑨高齢者虐待防止のための指針を 整備し 、 掲示等の方法によ り 内外に周知し ま す。  

 

１ ７  利用者の安全並びに介護サービ ス の質の確保等 

 業務の効率化、 介護サービ ス の質の向上その他の生産性の向上に資する 取組の促進を図

る ため、 利用者の安全並びに介護サービ ス の質の確保及び職員の負担軽減に資する 方策を

検討する ための委員会を 定期的に開催し ま す。  

 
１ ８  面会時間及び外出・ 外泊等について  

面会時間 原則と し て営業時間内（ 午前９ 時から 午後６ 時） にお願いし ま す。  

外出・ 外泊等の取

扱い 

外出又は外泊を ご希望さ れる 際には事前に事業所管理者へお申し 出

く ださ い。  
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重度化対応・ 終末期対応に係る 指針 

 
1. 目的 

こ の指針は、 株式会社ケア２ １ （ 以下「 事業者」 と いう 。） が設置する 介護付有料老人ホ

ーム プレ ザンメ ゾ ン塚口（ 以下「 事業所」 と いう 。） において、 加齢や病状によ る 衰弱・

重度化を 認めたと き に、 利用者及びその家族が希望さ れる 「 看取り 」 を積極的に支援し て

いく ため、 関係者と 協力対応する にあたり 事業所の指針を 定める 事によ り 、 よ り 適切な介

護サービ ス の提供に資する こ と を目的と し ま す。  

 
2. 理念 

事業所は、 医師の診断のも と 、 利用者が近い将来死が避けら れない状態になっ た時に、

最期の場所と し ての役割を果たし 、 利用者の意思、 なら びにその家族の意向を 最大限に尊

重し て看取り 介護を 行いま す。 死を 早める こ と も 、 死を 遅ら せる こ と も し ない、 自然に訪

れる 死を 支える 方法で介護を 行いま す。 事業所における 看取り 介護を 希望さ れる 場合、 利

用者及びその家族に対する 支援を最後ま で継続し 、 責任を持って行いま す。  

 
3. 重度化し た状態・ 終末期の判断 

利用者及び家族の意思の下、 主治医の判断を 基本と し ま す。  

①老衰や癌末期、 多様な疾患の重度化や積極的治療を 希望し ない場合、 積極的治療を      

必要と し ない場合。   

②利用者及び家族が施設においての「 看取り 」 を希望し ている 場合。  

 
4. 看取り 時のケア・ 対応について  

【 身体的ケア】  

①緩和ケア（ 医師の指示に基づき 、 症状の緩和ができ る よ う 対応する ）  

②身体の清潔保持の援助・ 日常生活の援助 

③褥瘡予防 

【 精神的ケア】  

①不安や寂し さ を 緩和でき る よ う こ ま めな訪室と 声掛けを おこ なう  

②安心感を 持って頂ける よ う な対応をする  

③家族や親し い人と の時間がも てる よ う な環境の配慮をする  

【 家族への支援】  

①コ ミ ュ ニケーショ ンを 密にと り 、 利用者・ 家族の意向に沿っ た支援をする  

②利用者の状態や経過について報告する  

③医師の病状説明のセッ ティ ングを 行う  

 
5. 看取り 体制 

（ １ ） 自己決定と 尊厳を 守る 看取り 介護 

①自己決定と 尊厳を 守る 看取り 介護事業所は利用者及びその家族に対し 、 事業所におけ

る 看取り 介護の基本理念を明確にし 、 生前に意思確認をし て同意を得ま す。  

②医師によ り 医学的に回復の見込みがないと 判断さ れたと き に、 看取り 介護を 開始し ま

す。  

③看取り 介護の実施にあたっ ては、 その都度、 利用者及びその家族の同意を 得ま す。  

④看取り 介護においてはその介護に携わる 全ての職種が協働し 、 看取り 介護計画書を作

成し 、利用者及びその家族への十分な説明を行い、同意を 得ま す。看取り 介護を よ り 適

切に行う ために、 必要に応じ て適宜、 計画内容を 見直し 、 変更し ま す。 その際には、 利
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用者及びその家族に説明を行い、 同意を 得ま す。  

 
（ ２ ） 事業所における 看取り  

①病状説明を 家族と 共に施設長（ ケアマネジャ ー、 看護師） が受ける 。  

②特に施設における 医療体制の理解を 得て、 協力医療機関と の連携を 図り 対応し ている

こ と や看護師の体制、 可能な医療行為など の説明を 十分に実施する 。  

③施設での看取り を利用者及び家族が希望し ている のか確認を 医師と 共に行う 。  

④施設及び医療機関、 訪問看護（ 必要時） が協働し て看取り ケアの状況について協議す

る 。  

⑤施設で看取り を行う こ と が決定し た時は、「 看取り 指針の」 内容を再度ご家族に説明を

行う 。  

⑥ケアプラ ンの見直し を 行っ たう えでご 本人及びご 家族に看取り ケアプラ ン について同

意を得る 。  

⑦契約時に看取り 同意書を得る 。  

 
（ ３ ） 医師・ 看護師体制 

①看取り 介護の実施にあたっ ては、 利用者の主治医と 看護師、 その他すべての職種で情

報の共有化を 図り 、 看取り 介護の協力体制を築き ま す。  

②看護師は利用者の主治医の指示を 受け、 利用者の安ら かな状態を 保つよ う に状態把握

に努め、介護職と 共に必要な介護を 行いま す。ま た、日々の状況等について利用者の家

族に対し て随時説明を行い、 その不安等の解消に努めま す。  

③利用者の主治医によ る 看取り 介護の開始指示を 受けて、 多職種によ り 看取り 介護計画

書を作成し 実施し ま す。  

④夜間は、 施設看護師と 訪問診療医療機関の主治医へ連絡を 取り 、 病状の経過報告をし

て指示に基づき 対応し ま す。  

⑤有料老人ホーム は、 医療機関ではないため、 基本的に医療行為を 行う こ と はでき ま せ

ん。点滴等が必要な場合は、医師の指示の下によ り 、特別指示書の範囲内で訪問看護ス

テーショ ンと 利用者と の契約する こ と で、点滴等の医療行為を 受ける こ と ができ ま す。 

 
（ ４ ） 看取り 介護体制に関する 記録 

看取り 介護に係る 以下の記録等を 整備し ま す。  

①看取り 介護同意書 

②医師の指示内容 

③看取り 介護計画書作成経過観察記録 

④ケアカンフ ァ レ ンス の記録 

⑤臨終時の記録 

⑥看取り 介護終了後のカンフ ァ レ ンス 会議録 

 
（ ５ ） 看取り に関する 職員教育 

よ り よ い見取り 介護を 行う ために、 研修等によ り 死生観教育を 実施し 、 看取り の理解を

深める こ と に努めま す。  

 
6. 重度化体制 

（ １ ） 急変時等状態悪化時は、『 重要事項説明書』 に記載する 関係機関と 連絡調整を 行い、

利用者に次の対応を 行いま す。  ※DN AR 意思を 確認済みの利用者を 除く  

①生命の危機状態等にある と 客観的に判断し た時は、 救急車の要請を する 。  

②救急要請時、 救急対応者の指示を 受けて蘇生や応急処置を行う 。  
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③施設内従業員で利用者の家族へ連絡を 行う 。  

④救急車にて医療機関へ搬送を行う 。  

 
（ ２ ） 生命危機と は判断し ない状態で、 医師又は看護師に報告を行う 必要がある 場合は、

次の報告を 行う 。  

①バイ タ ルサイ ンのデータ 報告を する 。  

②何時頃から 、ど のよ う な症状（ 客観的）・ ど のよ う な訴え（ 主観的） なのかを 報告する 。  

③いつも と 違う 症状や状態を 簡潔に報告する 。  

 
（ ３ ） 重度化し て医療行為が必要と なった場合 

①原則的に医療機関の対応と する が、 短期間の継続的な医療処置に関し ては、 医療機関

の特別指示書で訪問看護ス テーショ ンに依頼する こ と がある 。  

②常時の高度医療の管理が必要な場合や頻回な処置が必要と なっ た場合は、 医師の判断

に基づき 、 入院加療と なる 場合がある 。  

 
（ ４ ） ２ ４ 時間対応の連絡体制 

夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制（ 協力医療機関と の契約） に基づき 看

護師、 医師と 連絡を と っ て行いま す。  
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急変時・ 終末期における 医療等に関する 意向確認書（ 入居時用）  

 
病状の悪化や不慮の事故等によ り 緊急に治療が必要と 判断さ れる 場合には、 原則的に

病院搬送を 行いま すが、 慢性疾患の終末期の治療方針や急変時対応について現時点で

のご意向を ご回答下さ い。  

 
【 確認事項】  

① 病状が急変し た時の対応について救急搬送さ れま すか。  □希望する   

                         □希望し ない 

 
② 利用者の状態の現状報告、 施設での対応の限界、 主治医の意見をお伝えし た後 

ど こ で最期を迎えたいですか。   

                           □施設         

                           □自宅・ 親族の家 

                           □病院 

 
③ 施設で看取り を 希望さ れた場合、 家族はど こ ま で協力が可能ですか。  

                           □付き 添いができ る  

                           □付き 添いができ ない 

                           □その他（       ）  

 
④ 経口での食事摂取が困難になった場合、 経管栄養・ 胃瘻など を 考えていま すか。  

                           □希望する  

                           □希望し ない 

                            
⑤ 食事量が徐々に低下し てき た場合、 点滴によ り 栄養・ 水分補給する こ と を 希望し ま す

か。  

                           □希望する  

                           □希望し ない  

                            
⑥ 家族のキーパーソ ンが身元引受人でよ ろし いですか。    

                           □はい 

                           □その他の家族 

                            （          ）  
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別表 1 介護保険給付外費用 

金額に特に記載が無ければ、非課税となります。課税対象の金額は税抜金額を記載しています。 

 

【前払い月額利用料】 

名称 目的、使途 金額 

家賃相当額 

 

居室利用料 89,000 円 

 

管理費 事務費、共用施設の水光熱費、建物

維持管理費（EV、消防設備点検費、

植栽選定、修繕費） 

31,000 円 

 

※前払い月額利用料は入院等の不在期間も請求対象となります。 

※月途中に入居退居した場合は日割り計算します。 

※日割り計算方法は以下の通りです。日額（１円未満切り捨て）＝月額÷30 日 

①当該月の入居日数が 3 日以下の場合→当該月の料金＝日額×入居日数 

②当該月の入居日数が 4 日以上の場合→当該月の料金＝月額-日額×（当該月の暦日数-入居

日数） 

 

【後払い月額利用料】 

名称 使途 金額 

食費 食材費として徴収 59,070 円（税抜 54,300 円） 

内訳：朝 378 円（税抜 350 円）、昼 781 円（税抜 710 円）、 

夕 702 円（税抜 650 円）、間食 108 円（税抜 100 円） 

１日 1,969 円(税抜 1,810 円)×30 日計算 

一部軽減税率適用 

※欠食及び追加の場合は、5 日前までにお知らせください。 

 

【後払い一時的な介護費用】 

名称 使途 金額 

生活サポート費 入居後に自立（介護専用型においては要支援も含む）と

なるも、なお介護が必要な方に対する一時的な介護費

用。要支援 1 の単価を基本とする。 

2,091 円（ 税抜

1,901 円） 

／１日単位 

 

【退居時の費用】 

名称 使途 金額 

クリーニング費 居室内の床、壁、洗面所、トイレ、介護用ベッ

ド、マットレスの洗浄、消毒費用。 

16，500 円（税抜 15,000 円） 

原状回復費 利用者の故意・過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による

損耗・毀損が発生した場合。 

原状回復が必要な場合、利

用者と事業所が協議して金

額を定めます。 
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【料金の計算方法】

例：4/15に入居される場合
①4月分 日割り家賃相当額 89,000円 - (( 2,966円 ×30日-16日))
②5月分 家賃相当額 89,000円
③4月分 日割り管理費 31,000円 - (( 1,033円 ×30日-16日))
④5月分 管理費 31,000円

↓
①4月分 日割り家賃相当額 47,476円
②5月分 家賃相当額 89,000円
③4月分 日割り管理費 16,538円
④5月分 管理費 31,000円
合計

入居日前、遅くとも4/14迄に上記利用料を指定口座に振込頂きます。

例：付加的サービスを利用せず、入院や欠食されなかった場合（30日の場合）
①翌々月 家賃相当額 89,000円
②翌々月 管理費 31,000円
③当月 食費 54,300円 × 一部軽減税率適用

↓
①翌々月 家賃相当額 89,000円
②翌々月 管理費 31,000円
③当月 食費 59,070円
合計

指定口座から毎月自動振り替えされます。

184,014円

179,070円

 
  



１ ８  

YH 塚口―2024/10/1 

 

別表 2 介護保険給付費用 

 

第

１

号

被

保

険

者 

本人の 

合計所得金額が 

220 万円以上 

年金収入＋その他の合計所得金額が 

単身世帯で 340 万円以上、または 2 人以上世帯で 463 万

円以上 

3 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円以上 340 万円未満、または 2 人以上

世帯で 

346 万円以上 463 万円未満 

2 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円未満、または 2 人以上世帯で 346 万

円未満 

1 割負担 

本人の合計 

所得金額が 

160 万円以上 

220 万円未満 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円以上、または 2 人以上世帯で 346 万

円以上 

2 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円未満、または 2 人以上世帯で 346 万

円未満 

1 割負担 

本人の合計所得金額が 160 万円未満 1 割負担 

 

※要支援・要介護認定を受けている第２号被保険者の方は一律１割負担です。 

 

 

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,912円 3,270円 5,663円 6,364円 7,095円 7,774円 8,495円

(183単位) (313単位) (542単位) (609単位) (679単位) (744単位) (813単位)

(上段：料金、下段(　)内：介護給付費単位数※5級地用)

（介護予防）特定施設入居者生活介護費（1日当たり）

単価：10.45円
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利用料金
（単位数）

Ⅰ

1,045円
(100単位)

Ⅱ

418円
(40単位)

313円
(30単位)
1,254円

(120単位)

2,612円
(250単位)

退居時
情報提供加算

退居し医療機関に入院する際、利用者の心身の状況、生
活歴等の情報を提供し紹介を行った場合に加算されま
す。

回

単価：10.45円
算定
頻度

協力医療機関
連携加算

協力医療機関と利用者の病歴等の情報を共有する会議
を定期的に開催している場合に加算されます。
Ⅰ　協力医療機関と以下の取り決めを行っています。①急
変時において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制
を常時確保している。②事業所から診察の求めがあった
場合に、診療できる体制を常時確保している。
Ⅱ　「Ⅰ」の体制がない場合です。

月

日

日

名称 内容等

若年性認知症
利用者受入加算

65歳未満の方を対象とし、個別の担当者を決めます。

退院・退所時
連携加算

医療機関等を退院・退所し、特定施設に入居した場合が
対象となります。30日以内。

 

利用料金
（単位数）

1,045円
(100単位)

2,090円
(200単位)

125円
(12単位)

209円
(20単位)

313円
(30単位)

627円
(60単位)

単価：10.45円

算定
頻度

月

日

月

個別機能
訓練加算（Ⅱ）

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定し、計画内容を厚生労
働省に提出している場合に加算されます。

①訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又は
医療提供施設の理学療法士等又は医師の助言に基づ
き個別機能訓練計画作成を行い、
②計画に基づき、機能訓練指導員等が実施し、
③リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練
計画の状況を3ヶ月に1回評価し、見直します。
上記①～③に加え、理学療法士等が事業所往訪し共
同で計画作成した場合に対象となります。
個別機能訓練加算　算定時は100単位となります。

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

個別機能
訓練加算（Ⅰ）

①常勤の機能訓練指導員を１名配置しています。
②職員が共同で計画を作成し機能訓練を実施します。
③3ヶ月毎に評価を行います。

ADL維持等加算
（Ⅱ）

上記①～②を満たし、③の平均値が3以上である場合に
算定できます。

ADL維持等加算
（Ⅰ）

①利用期間6か月以上の方は10人以上であり、
②利用開始月と6月目に機能訓練指導員が「Barthel 
Index」を測定し、厚生労働省にデータを提出し、
③6月目のADL値から利用開始月のADL値を控除して
得た値を用い、一定の基準に基づき算出した値の平均
値が１以上である
場合に算定できます。

名称 内容等
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利用料金
（単位数）

209円
(20単位)

418円
(40単位)

単価：10.45円
算定
頻度

月

月

名称 内容等

科学的介護
推進体制加算

①利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状
況その他心身の状況を厚生労働省にデータを提出し、
②必要に応じて計画を見直すなど、有効にデータを活用
している
場合に算定できます。

口腔・栄養
スクリーニング加算

①6ヶ月毎に口腔の健康状態について確認を行い、その
情報を介護支援専門員に提供した場合、
②6か月毎に栄養状態について確認を行い、その情報を
介護支援専門員に提供した場合、
いずれも実施した場合に算定できます。

 
〇看取り等
具体的な内容は「重度化した場合における対応に係る指針」を御確認下さい。

利用料金
（単位数）

188円
(18単位)

94円
(9単位)

※要介護1～5の方のみ対象となります

名称 内容等

夜間看護
体制加算（Ⅱ）

①常勤の看護師を１名配置しています。
②事業所の看護職員又は外部の医療機関等と連携し、に
より24時間体制を確保し、健康上の管理を行う体制を確保
しています。

夜間看護
体制加算（Ⅰ）

①常勤の看護師を１名配置しています。
②夜勤を行う看護職員を１名以上配置し、健康上の管理
を行う体制を確保しています。

単価：10.45円

算定
頻度

日

 
 

「夜間看護体制加算」と連動します。

利用料金
要件 （単位数）

752円
(72単位)
1,504円

(144単位)
7,106円

(680単位)
13,376円

(1,280単位)
5,977円

(572単位)
6,729円

(644単位)
12,331円

(1,180単位)
18,601円

(1,780単位)

死亡日

死亡日以前
31日以上45日以下

単価：10.45円

算定
頻度

日

死亡日以前
４日以上30日以下
死亡日以前
2日又は3日

死亡日

死亡日以前
31日以上45日以下
死亡日以前
４日以上30日以下
死亡日以前
2日又は3日

名称 内容等

当施設で看取り介護を行い、お
亡くなりになる以前の右記期間
が加算対象となります。

看取り介護加算
（Ⅰ）

看取り介護加算
（Ⅱ）

上記に加え、加算算定期間に看
護職員が夜勤または宿直を行っ
た場合に算定されます。
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利用料金
（単位数）

376円
(36単位)

229円
(22単位)

229円
(22単位)

188円
(18単位)

62円
(6単位)

名称 内容等

入居継続
支援加算（Ⅰ）

①痰吸引等が必要な利用者が15％以上、
②尿道カテーテル留置等が必要な利用者が15％以上、
①又は②の何れかに該当した後、
③介護福祉士の員数が、利用者6：介護職1　以上配置の
場合に算定されます。

サービス提供
体制強化加算(Ⅲ)

入居継続
支援加算（Ⅱ）

上記の①又は②の利用者が5％以上であり、③を満たす
場合に算定されます。

サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)

①介護職員の内、介護福祉士の割合が70％以上、又は
勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25％以上で
す。
②介護サービスの質の向上に取り組んでいます。

サービス提供
体制強化加算(Ⅱ)

介護職員の内、介護福祉士の割合が60％以上です。

介護職員の内、介護福祉士の割合が50％以上、又は
看護、介護職員の内、常勤職員の割合が75％以上、又は
直接処遇職員の内、勤続年数7年以上の割合が30％以
上います。

単価：10.45円

日

日

算定
頻度

 

利用料金
（単位数）

31円
(3単位)

41円
(4単位)

日

算定
頻度

単価：10.45円

認知症専門
ケア加算(Ⅱ)

上記「認知症専門ケア加算（Ⅰ）」を満たし、「認知症介護
指導者養成研修」修了者を１名配置し、認知症ケアの定
期的な研修を実施している体制です。

認知症専門
ケア加算(Ⅰ)

①「認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ」以上の利用者が
100分の50以上
②上記の対象利用者20人未満に対し、「認知症介護実践
リーダー研修」修了者が１名以上配置されている。（以降、
対象利用者が10人又はその端数を増すごとに1名）
③認知症ケアに関する留意事項、技術指導の会議を定期
的に開催
何れにも該当する体制です。

名称 内容等
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利用料金
（単位数）

104円
(10単位)

52円
(5単位)

2,508円
(240単位)

新興感染症等
施設療養費

厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当
該感染症に感染した利用者に対し適切な感染対策を行っ
た上でサービス提供した場合に算定されます。※５日迄

日

高齢者施設等
感染対策向上加算Ⅱ

「感染対策向上加算」に係る届出を行った医療機関から、
３年に１回以上、感染者が発生した場合の対応に係る実
地指導を受けている場合に加算されます。

単価：10.45円

名称 内容等
算定
頻度

高齢者施設等
感染対策向上加算Ⅰ

①第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の
対応を行う体制を確保
②協力医療機関と新興感染症以外の感染症の発生時等
の対応を取り決め、発生時に協力医療機関等と連携し適
切に対応
③「感染対策向上加算」に係る届出を行った医療機関が
定期的に行う感染対策に関する研修又は訓練を１年に１
回以上参加
以上何れも満たす場合に加算されます。

月

 

利用料金
（単位数）

1,045円
(100単位)

104円
(10単位)

単価：10.45円

名称 内容等
算定
頻度

生産性向上
推進体制加算Ⅰ

①「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」の
開催や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイ
ドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている。
②「①」の活動による業務改善の成果がデータにより確認
されている。
③見守り機器等のテクノロジーを複数導入している。
④職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手活用等）
取組を行っている。
⑤１年に1回、業務改善の取組よる効果を示すデータ提供
行っている。
以上の要件で加算されます。

月

生産性向上
推進体制加算Ⅱ

①上記「生産性向上推進体制加算Ⅰ」の「①、⑤」に適合
している。
②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している。
以上の要件で加算されます。
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〇従業者の総合的な処遇改善 

名称 内容等 単位数等 

介護職員等 

処遇改善 

加算Ⅰ 

①介護職員等の処遇改善に関する計画を策定しています。 

①-1 加算額の 1/2 を毎月の定例払いに充当しています。 

①-2 経験技能のある介護福祉士を配置し、処遇改善後に年

額 440 万円の賃金にしています。 

②介護職員等に周知したうえで、都道府県及び市区町村に

届出ています。 

③処遇改善加算相当分の賃金改善を行っています。 

④年度毎に都道府県及び市区町村に処遇改善の実績報告

を行っています。 

⑤労働基準法の罰金以上の刑に処せられていません。 

⑥労働保険料の納付を適正に行っています。 

⑦-1、2 介護職員の任用時の職責及び職務内容を書面に定

め周知しています。 

⑦-3、4 介護職員の資質向上の研修を計画し、実施又はそ

の機会を設け、周知しています。 

⑦-5、6 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕

組み又は一定の基準に基づき定期で昇給する仕組みを設け

ています。 

⑧計画期間中に実施する処遇改善の内容及び費用を全職員

に周知しています。 

⑨処遇改善計画の内容をインターネット等の活用により公表し

ています。 

⑩入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ、サービス提供体制強化加算

Ⅰ又はⅡを算定しています。 

総単位数の 

128/1000  

介護職員等 

処遇改善 

加算Ⅱ 

上記「介護職員等処遇改善加算Ⅰ」の「①～⑨」の要件に該

当しています。 
総単位数の 

122/1000  

 

 

《 地域区分ごと の報酬単価》  ３ 級地 ：  10. 68円    ６ 級地 ：  10. 27円 

１ 級地 ：  10. 90円     ４ 級地 ：  10. 54円    ７ 級地 ：  10. 14円 

２ 級地 ：  10. 72円    ５ 級地 ：  10. 45円    その他 ：  10. 00円 

(注) 実際の料金は、１ヶ月間にご利用されたサービスの【介護給付費単位数】の合計に【介護給

付費１単位に対する単価】を乗じ、１円未満を切り捨てた金額になります。 

詳しくは、後記の計算方法をご参照願います。 
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【料金の計算方法】

(例)（要介護２）の方が外泊等無く、１ヶ月間３０日利用した場合

①　１ヶ月間に利用されるサービスの介護給付費単位数を集計します。

要介護２ 609単位 ×１ヶ月間の利用回数30回=

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）　総単位数に適用された乗算率を当てはめます。

×１２２／１０００= 2,229単位

（総単位） 合計
（処遇改善加算（Ⅱ）単位） →

②前項の介護給付費の合計単位数に、地域区分ごとの報酬単価を乗じた金額
（１円未満切捨て）がその月のサービス利用料です。

×単価 10.45円 =

【利用者のご負担金】
負担割合につき、自治体より発行される「利用者負担割合証」をご確認願います。
利用者には、原則として、介護保険による給付金額(通常、利用料の９割から７割、
１円未満切捨て)を差し引いた差額分をご負担いただきます。
①   1割負担の方

②   2割負担の方

③   3割負担の方

利用料214,214円 － 給付額214,214円×8割 ＝ 負担額42,843円

利用料214,214円 － 給付額214,214円×7割 ＝ 負担額64,265円

20,499単位 利用料214,214円

利用料214,214円 － 給付額214,214円×9割 ＝ 負担額21,422円

18,270単位

18,270単位

18,270単位
2,229単位 20,499単位

 
 

 

 

※サービスの利用について、公的介護保険の適用がある場合には、消費税は非課税です。 

(公的介護保険対象外のサービスを希望される場合は、別途消費税をいただきます。) 

※公的介護保険対象外のサービスを利用される場合は、利用者には対象外のサービス利用料金

額をご負担いただきます。 
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※利用者に重要事項の説明を 行いま し た。  

説明年月日        年     月     日 

説明場所  

重要事項説明書の内容について変更が生じ た場合、 その内容を文書で通知し ま す。  

 

事 業 者 

   事業者名    株式会社 ケア２ １  

   所 在 地    大阪市北区堂島二丁目２ 番２ 号 

   代表者名    代表取締役 依田 雅           

 

   事業所名    介護付有料老人ホーム プレ ザンメ ゾン塚口       

 

説 明 者                                

 

※私は、 事業者よ り 重要事項の説明を受け、 同意し 受領し ま し た。  

 

利 用 者 

 

氏 名                                

 

代 理 人 

   住 所                                

 

氏 名                                

 

   続  柄 （                                ） 

 

 

 


